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開会 ９時３０分 

      ◎開会宣言 

〇佐藤議長 ただいまから、平成２８年第６回置戸町議会定例会を開会します。 

                                    

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから本日の会議を開きます。 

                                    

     ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、５番 阿部光久議員及び６番 

岩藤孝一議員を指名します。 

                                    

     ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○田中事務局長 今期定例会に町長から提出された議案は、次のとおりです。 

 ・議案第５８号から議案第６２号。 

 ・同意第３号から同意第５号。 

 ・認定第１号から認定第７号。 

 ・諮問第１号。 

 ・報告第９号。 

 今期定例会までに受理した監査委員からの報告は、次のとおりです。 

 ・報告第１０号。 

 今期定例会に、議案等説明のために出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手元に配付

した名簿のとおりです。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 報告を終わります。 

○佐藤議長 次に一部事務組合の会議について組合議員から報告を行います。 

  北見地区消防組合議会、４番 佐藤勇治議員。 

○４番 佐藤議員〔登壇〕 それでは、北見地区消防組合議会の結果報告をさせていただきます。 

 去る平成２８年７月１９日招集の第３回臨時北見地区消防組合議会の結果について報告いたします。 

 初めに、会議録署名議員の指名を行い、会期を７月１９日の１日間と決定しました。 

 先に、副議長の選挙につきましては、小川清人副議長の辞職に伴う選挙により、議長の指名推薦に

より中崎孝俊議員が副議長に指名推薦され当選いたしました。次に、議会運営委員会委員の辞任につ

いては、中崎孝俊議員の議会運営委員会委員の辞任が許可がなされました。次に、議会運営委員会の

選任については、加城博志議員を委員会条例により議長より指名し選任されました。 

 次に、本会議に提案された議件は、４件であります。 
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 議案第１号 平成２８年度北見地区消防組合一般会計補正予算については、歳入歳出２，０５３万

１，０００円を追加し、６４億６，３５３万１，０００円といたすもので、置戸町関係分につきまし

ては、第４回定例町議会で説明のとおり、退職消防団員１人分の退職報償金３３万４，０００円の計

上であります。 

 次に、議案第２号 委託契約の締結については、消防本部・消防署の移転改築に伴う、通信指令シ

ステム移設更新整備事業委託契約の締結についての提案であり、予定価格１億５，０００万円を超え

るため、条例の規定により議決を求めるものです。 

 次に、議案第３号 財産の取得については、消防署端野支署の小型動力ポンプ付水槽車の更新整備

で、取得価格が３，０００万円を超えるため、条例の規定により議決を求めるものです。 

 次に、議案第４号 財産の取得については、留辺蘂消防団の消防ポンプ自動車の更新整備で、取得

価格が３，０００万円を超えるため、条例の規定により議決を求めるものです。 

 辻管理者より一括して提案理由の説明がなされ、その後、議案第１号から議案第４号までに対する

質疑、討論を行い原案のとおり可決されました。休憩後、中崎副議長の進行により、追加第１号 宮

沢議長の一身上の都合による議長辞職願の許可がなされました。また、追加第２号 議長の選挙につ

いては、副議長からの指名推薦により、小川清人議員が議長に当選し、新旧議長の挨拶がなされ閉会

しました。 

 なお、審議の内容につきましては、配付の資料のとおりであります。 

 以上で、北見地区消防組合議会の結果報告といたします。 

 平成２８年９月１２日 報告者 佐藤勇治。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                    

     ◎日程第 ２ 会期の決定 

○佐藤議長 日程第２ 会期の決定を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２８日までの３日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月２８日までの３日間に決定しました。 

                                    

     ◎日程第 ３ 行政報告 

○佐藤議長 日程第３ 町長から行政報告の申し出があります。 

  発言を許可します。 

  町長。 

○井上町長〔登壇〕 行政報告を行う前に、お許しを頂きまして一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

 この度の、私自身の不養生によりまして、体調不良による入院を余儀なくされました。診断名は、

穿通枝梗塞ということでありますが、２週間の入院で、今月１２日に退院することができたわけであ



 6 

りますが、この間、町民の皆さんはじめ、町議会議員の方々、職員の皆さんに多大なご心配、ご迷惑

をおかけいたしました。心からお詫びを申し上げますと共に、これからの町政に一生懸命取り組んで

いきたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げまして、簡単であり

ますがご挨拶とさせていただきます。 

 さて、行政報告を３点申し上げたいと思います。 

 初めに、９月１日現在の生育概況について申し上げたいと思います。本年は３月から温暖傾向とな

り、融雪も順調に進みまして、４月下旬から５月の上旬にぐずついた状況もありましたが、その後、

６月上旬にかけて平均気温は高く、日照時間も多く、各作物とも植え付け作業は順調に進みました。

しかし、８月の度重なる台風の通過に伴い、大雨による河川の氾濫等から、農作物への冠水や農地の

流出、農業施設等への被害が発生いたしました。さらに、圃場の停滞水等から、収穫作業に遅れを生

じさせております。 

 ９月１日現在の農作物の生育概況につきましては、お手元の資料のとおりでありますが、その概況、

概要をご報告申し上げたいと思います。 

 最初に秋まき小麦でありますが、春先の好天により起生期、幼穂形成期ともに平年より４日から６

日ほど早く進んだわけでありますが、６月の低温多雨、雨が多かったわけでありますが、この成熟期

は３日遅くなりまして、収穫作業の収量も８月１１日となりました。登熟日数は十分確保できたもの

の、昨年の播種から越冬前の低温により生育量が少なかったため、収量は豊作であった前年度より約

１０％減収の反収６２７キログラムとなりました。なお、本年３１．６３ヘクタールの圃場で、なま

ぐさ黒穂病の発生が見られ、約２６ヘクタールが廃耕となりました。次年度以降の発生動向に注意が

必要となっております。 

 次に、春まき小麦でありますが、平年並みの播種期により順調に８月６日の成熟期を迎え、収穫作

業も大雨前の８月１３日に完了しております。収量は、６月の低温により、昨年比３．７％減の反収

５１９キログラムとなりました。 

 次に、ばれいしょでありますが、植え付け作業も順調で、萌芽期も５月２８日と平年より３日ほど

進んでいました。６月中旬の低温多雨により、着蕾、開花ともに遅れたものの、茎葉を維持し順調に

生育していたわけでありますが、これも台風による記録的な大雨により、芋の露出や圃場の停滞水に

よる収穫遅れ、さらには、腐れが発生してきており、品質低下が懸念されております。収量は、前年

並みの見込みですが、懸念されたジャガイモシストセンチュウ、シロシストセンチュウの新たな発生

は、本町においては見られませんでした。 

 次に、てんさいについて申し上げます。移植栽培は、育苗、移植期ともに天候に恵まれて、平年よ

り９日程度早まりました。その後も平均気温が高く推移し、作況圃における根周は３２．２センチメ

ートルと生育が順調に進んでおります。直播栽培も播種作業が順調に終了し、平年より１０日程度早

まって生育が進み、作況圃における根周も移植と同等の状況になっております。なお、８月の大雨に

より一部根腐れや褐斑病も散見される状況ですが、収量は移植で反収５．８トン、糖度１６．７％、

直播で４．８トン、糖度は１６．９％を見込んでおります。 

 次に、高級菜豆でありますが、播種、出芽とも平年より早まりましたが、６月の低温で開花は平年

並みに戻しております。着莢数は、３５．３で平年値を上回っており、台風による倒伏も懸念されま
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したが、被害は少なく順調に生育しております。 

 たまねぎは播種作業が順調に進み、平年より８日程度早まりましたが、移植作業は５月上旬の降雨

等により、５月１３日と平年並みとなりました。移植後は好天が続き干ばつ気味ではありましたが、

６月の降雨で順調に生育を維持して、球径も８．６センチメートルと順調に肥大しておりました。し

かし、８月の台風の影響により、停滞水、または冠水による収穫作業の遅れや、一部品質低下が懸念

されます。収量見込みは、昨年並みの反収５，９８０キログラムを見込んでおります。 

 牧草の１番草は、干ばつ気味の天候で、草丈はやや短く収穫期の６月中旬の降雨で収穫にも遅れが

生じました。２番草は、十分な草丈を確保しましたが、８月の台風の影響により、１番草同様、収穫

遅れを生じております。 

 飼料用とうもろこしにつきましては、播種作業も順調に進み、また好天に恵まれまして平年より５

日早く、５月２４日に終了いたしました。しかし、６月の低温等の影響により、生育は平年並みに戻

しております。台風により倒伏も懸念されましたが、特段の被害もなく、８月２４日乳熟期を迎え、

生育は順調に推移しております。 

 以上、農作物の生育概要の報告といたします。 

 ２点目は、置戸町内における国及び北海道の直轄事業についてでありますが、初めに、網走開発建

設部北見道路事務所が所管している事業ですが、一般国道２４２号の維持補修工事等４件、５，２０

０万円。北見河川事務所所管の常呂川維持工事で２件、６４０万円。合わせて６件、５，８４０万円

で維持補修が進められております。 

 次に、北海道関係で、オホーツク総合振興局、網走建設管理部が所管する事業でありますが、本別

留辺蘂線の改良工事等８件、２億４，８５６万１，０００円。河川関係は、訓子府川改修工事の１件、

８００万円の予定となっておりまして、道路・河川合わせまして９件で２億５，６５６万１，０００

円で工事が進められております。 

 次に、総合振興局林務課が所管する事業でありますが、置戸地区復旧治山工事、平成２７年度繰越

として１件、８，２６０万４，０００円で工事が完了しております。 

 最後に、中部耕地出張所の事業につきましては、春日地区農道整備として、道路改良工事それらに

伴う用地買収等と、農地整備事業畑地帯担い手育成型の事業でありますが、これら面整備工事として、

また、道路改良・排水路整備に伴う用地買収等合わせまして１１件で、３億５，９５４万６，０００

円で事業が進められております。 

 以上、国及び北海道の直轄事業含めて全部で２７件、総額７億５，７１１万２，０００円で事業が

進められております。昨年度は２７件、総額で４億６，５９０万８，０００円でしたので、事業費ベ

ースで前年度対比１６２．５％、２億９，１２０万４，０００円の増額となっております。増額の要

因は、先程も申し上げておりますように、本別留辺蘂線の道路工事と農地整備事業の面整備工事によ

るものであります。 

 最後に、台風による大雨被害の状況についてでありますが、本年８月、９年ぶりに本道に上陸した

台風や前線の停滞により、道内各地では記録的な大雨となり、河川の氾濫による道路の決壊、農業施

設や住宅への浸水被害が発生したほか、水害による犠牲者が出るなど、甚大な被害をもたらしました。

中でも８月１７日の台風７号、２１日の台風１１号に続き、２３日の台風９号による被害が大きく、
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本町でも常呂川が避難判断水位に達し、氾濫する恐れがあるとの判断から避難勧告を発令し、避難所

や自主避難所を開設して、住民の安全確保に努めました。幸いにして本町では人的被害はありません

でしたが、この台風で犠牲になられた方々に対し、心よりご冥福をお祈りいたします。 

 さて、本町における被害状況でありますが、８月３日の午後になりまして、置戸市街から秋田地域

における局地的に雷を伴った激しい雨となりました。１時間に３４ミリを記録した秋田地区では、土

砂災害警戒情報も発表されましたが、幸い人家への被害はありませんでした。しかし、町道や林道等

の一部に土砂流入や洗掘等の小規模な被害が発生したり、農業関係では、牛舎の冠水が１戸、畑の一

部で冠水等が確認されたわけでありますが、大きな被害とはなりませんでした。 

 次に、８月１７日、本道に上陸した台風７号では、午前中に大雨警報、洪水警報が、また、夕方に

は鹿ノ子ダムの上流域を対象とした土砂災害警戒情報も発表されました。常元では、１日の降水量が

１４５ミリと観測史上最高を記録し、町内全域でも１００ミリから１７０ミリの雨量を観測いたしま

した。この雨により、勝山地区では５戸、秋田地区で１戸の建物の浸水被害がありました。農業関係

では、河川の氾濫等により、てんさいやたまねぎ畑等で冠水、停滞水等が発生し、５．２ヘクタール

の被害を受けました。道路も陥没や路肩の崩落、洗掘等の被害により、８路線を通行止めにいたしま

した。さらに、町有施設における被害は、おけとパークゴルフ場で南面の治山事業を実施した法面３

箇所が崩落。鹿の子沢では、河川の増水により駐車場までの路肩の流出や土砂崩れ、倒木、増水によ

り散策路がいたるところで被害を受けました。このほか、わかさぎ孵化場や釣り場、勝山墓地でも被

害が発生しております。 

 続いて、台風１１号と台風９号でありますが、台風１１号の接近に伴い、８月１９日から断続的な

雨が続く中、２２日未明にかけて台風１１号が本道を通過。続いて、台風９号が上陸し、２３日昼前

にオホーツク海に抜け、温帯低気圧へと変わりました。この２つの台風により町内全域では、４日間

にわたり断続的な大雨に見舞われ、境野では２０日に１時間の最大降水量が３０．５ミリ、１日の最

大降水量が１１４．５ミリを記録しております。この日の境野の降水量は、８月の平均降水量に匹敵

し、８月の総雨量も月平均降水量の３．６倍、４１４ミリとなりました。２０日午後からは、秋田、

勝山地区で、河川の水位が上昇し、午後３時過ぎには置戸地区全域を対象とした土砂災害警戒情報が

発表されたことから、午後４時に災害対策本部を設置し、同時に、秋田、勝山地区に自主避難所を開

設いたしました。その後、常呂川の水位が避難判断水位に達しているとの情報や、これまでの降雨状

況から、常呂川が氾濫する恐れがあるとの判断をいたしまして、午後７時に置戸地区に避難勧告を発

令し、避難所２箇所、福祉避難所１箇所のほか、３地区にも自主避難所を設置し対応にあたりました。

最終的に避難所は、２３日午前１１時に閉鎖いたしましたが、延べ１５３名の方が避難されました。 

 被害状況でありますが、１７日の台風７号による被害箇所を含め、さらに、大きな被害へと拡大い

たしました。住宅では、秋田、勝山地区での床下浸水が２戸。道路では、路肩の崩落、陥没、洗掘等

により舗装道路が１０路線。未舗装道路で、４０路線が被害を受け、舗装道路のうち、被害が大きか

った町道秋田中里線の２箇所については、公共土木施設災害での復旧を予定しております。また、林

道や作業道でも、路肩崩落、洗掘等により１０路線が被害を受けました。河川では、土砂の流入や護

岸ブロックの破損が２０箇所となっております。公共施設では、台風７号による被害から規模が拡大

し、パークゴルフ場３施設、鹿ノ子ダム周辺では、湖面水位が約１０メートル上昇したことから、わ
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かさぎ孵化場が一時２メートル以上浸水したほか、湖水まつりの会場でもありますが、湖畔の施設崩

壊や、あるいは、わかさぎ釣り場での道路でも洗掘が拡大いたしました。さらに、鹿の子沢や墓地で

の被害も大きなものとなりました。この間、８月２０日から２３日まで、網走開発建設部並びに美幌

自衛隊の災害対策現地情報連絡員、リエゾンと呼んでおりますが、この連絡員の方々が派遣されまし

て、万が一の災害拡大に備え、２４時間体制で気象情報の提供や災害対策への助言など支援をいただ

きました。 

 最後に、３０日から３１日にかけて接近した、台風１０号でありますが、常元の観測所では、２９

日から３０日までの２日間で１０５．５ミリの雨量を観測いたしました。勝山地区で前回被害を受け

た農地が河川の決壊により再度被害を受けましたが、その他、町内での大きな被害は発生しませんで

した。 

 以上、８月の台風による被害状況でありますが、置戸町における台風による大規模な災害記録は、

皆さんもご承知のように、昭和５０年８月の台風６号におきまして、常呂川が警戒水位を１．２メー

トル上回り、住宅浸水が約２００戸、道路橋梁の被害が５７箇所、農作物の被害も３０２ヘクタール

に及ぶ大規模なものでありました。今回の台風は、この５０年災に次ぐ大規模なものとなり、災害対

策本部の設置や避難所を開設し対応にあたったわけでありますが、同時に、多くの町民並びに、消防

団員の方々にも土嚢積みや土砂上げ等の応援をいただきました。また、網走開発建設部をはじめ、関

係機関の皆さんに多大なるご支援、ご協力を賜りましたこと、心よりお礼を申し上げたいと思います。

今後は、関係機関のご協力をいただきながら、一日も早い災害復旧に努めてまいります。さらには、

今回の災害を教訓として、今後も大雨洪水等に対する災害体制の強化に努めてまいりますので、ご理

解とご協力をお願いを申し上げまして行政報告とさせていただきます。 

○佐藤議長 町長の行政報告に対して質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで行政報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ４ 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予 

                  算（第３号）から 

    ◎日程第 ７ 議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事 

                  業特別会計補正予算（第１号）まで 

               ４件 一括議題     

○佐藤議長 日程第４ 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）から日程第７ 

議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）までの４件を一括

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第５８号は、平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３ 

号）であります。また、議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第
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１号）であります。４議案とも、それぞれ所管の課長が議案の説明について申し上げます。 

〈議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 まず、議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第５８号について説明をいたします。 

 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）。 

 平成２８年度置戸町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，５５９万６，０００円を追加し、歳入歳出予 

  算の総額を歳入歳出それぞれ５３億４，３９９万５，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 第１条 歳入歳出予算の補正につきましては、後ほど別冊の平成２８年度置戸町一般会計補正予算

事項別明細書（第３号）により説明をいたします。 

 第２条 地方債の補正について説明いたしますので、本議案の３ページをお開きください。 

 第２表 地方債補正。 

 今回の補正は、８月の台風により被害を受けました、町道並びに町有施設に係る災害復旧事業債の

追加となります。町道秋田中里線災害復旧工事で８４０万円、勝山墓地災害復旧工事で１８０万円、

合わせて１，０２０万円の追加となります。記載の方法、利率、償還の方法につきましては、記載の

とおりです。 

 次に、事項別明細書により説明いたしますので、最終ページ１４ページをご覧ください。 

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関す

る調書になります。 

 区分の欄、２．災害復旧債、（１）補助災害復旧の当該年度中増減見込額の記載見込額欄に８４０万

円を。次の、（２）単独災害復旧欄に１８０万円を追加し、一番下の合計欄ですが、本年度の起債見込

額は、１２億４，８３０万円。一番右下になりますが、当該年度末現在見込額は、５３億９，３６５

万円となります。 

 引き続き、歳入歳出予算の補正について説明いたしますので、事項別明細書の６ページ、７ページ

をお開きください。歳出から説明いたします。 

（以下、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第３号）、別添のとおり） 

〈議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

  町民生活課長。  

○鈴木町民生活課長 議案第５９号についてご説明いたします。 

 議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 
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 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の 

  総額を歳入歳出それぞれ５億６，０１５万４，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正について、別冊の置戸町国民健康保険特別会計補正予算事項

別明細書（第１号）、歳出より説明いたしますので、事項別明細書の６ページ、 ７ページをお開きく

ださい。 

（以下、記載省略。平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算事項別明細書（第１号）、別添

のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開いたします。 

                              

休憩 １０時４２分 

再開 １１時００分 

                              

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。議案の説明を続けます。 

 〈議案第６０号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第６０号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）。 

  地域福祉センター所長。 

○須貝地域福祉センター所長 議案第６０号について説明をいたします。 

 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）。  

 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 

  歳出それぞれ３億５，２２２万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１条 歳入歳出予算の補正について説明いたしますので、別冊の平成２８年度置戸町介護保険事

業特別会計補正予算事項別明細書（第１号）の４ページ、５ページをお開きください。 

（以下、記載省略。平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算事項別明細書（第１号）、別添

のとおり） 

〈議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。 

  地域福祉センター所長。 

○須貝地域福祉センター所長 議案第６１号について説明をいたします。 

 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。  
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 平成２８年度置戸町の介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 

  歳出それぞれ２，３７０万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１条 歳入歳出予算の補正につきましては、別冊の平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会

計補正予算事項別明細書（第１号）により説明いたしますので、事項別明細書の４ページ、 ５ページ

をお開きください。 

（以下、記載省略。平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算事項別明細書（第１号）、

別添のとおり） 

○佐藤議長 これで議案第５８号から議案第６１号までの提案理由の説明を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ８ 議案第６２号 財産の取得について 

○佐藤議長 日程第８ 議案第６２号 財産の取得についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第６２号は、財産の取得についてでございます。議案の内 

容につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 議案第６２号 財産の取得について説明いたします。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は財産の処分に関する条例第３条の規定に基づく財産

を、次のとおり取得するものとする。 

 記 

１．品名 スクールバス（三菱ＴＰＧ－ＢＥ６４０ＧＳＮ ２９人乗り）。 

２．数量 １台。 

３．契約方法 指名競争入札。 

４．契約金額 金８３１万８，１２７円。 

５．契約の相手方 北見市西三輪１丁目６４６番地４、三菱ふそうトラック・バス株式会社、北海道 

 ふそう北見支店支店長須貝義則。 

 参考までに、入札結果についてお知らせいたします。入札執行日は、９月９日で、指名業者は、町

外３業者、３社の参加により行いました。入札回数は、１回で落札しております。今回のスクールバ

ス購入事業は、平成２８年度へき地児童生徒援助費等補助金のスクールバス購入事業費補助金を活用

し、まきば号を更新するものです。納入期限につきましては、平成２９年３月３１日としています。 

 以上で、議案第６２号の説明を終わります。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これから、議案第６２号 財産の取得についてを採決します。 

  議案第６２号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

  したがって、議案第６２号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎日程第 ９ 同意第 ３号 置戸町監査委員の選任について 

○佐藤議長  日程第９ 同意第３号 置戸町監査委員の選任についてを議題とします。 

  代表監査委員は退場してください。 

               （本間靖洋代表監査委員 退席） 

○佐藤議長 本案について、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました同意第３号は、置戸町監査委員の選任についてでございます。 

 本町監査委員、本間靖洋氏は、平成２８年９月３０日付をもって任期満了となるので、後任に次の

者を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 後任の方でありますが、住所は、常呂郡置戸町字置戸５番地の１８、氏名は、本間靖洋氏でござい

ます。生年月日は、昭和１７年１０月９日生まれで現在７３歳でございます。 

 本間靖洋氏の経歴等について簡単に申し上げたいと存じます。昭和３７年、道立札幌南高等学校を

卒業され、昭和４３年に酪農学園大学の酪農科を卒業された後、当時の置戸町農業協同組合に務めら

れておりました。営農部を中心としての仕事でありましたけれども、昭和６０年から管理部の方に移

られまして、融資相談課の課長補佐をはじめ、融資相談課の課長、そして、振興センターの推進課長

を務められた後、農業改善対策室の事務局長等を務められました。平成１６年３月に農協を退職され

た後、いろいろな地域活動をやっておられたわけでありますが、置戸町監査委員を平成２０年１０月

から本年９月まで２期８年間務められておりまして、引き続いて監査委員として選任いたしたく同意

を求めるものでございます。 

 同意についてよろしくお願いを申し上げ、提案とさせていただきます。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 
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 討論は、置戸町議会運用例により省略します。 

 これから、同意第３号 置戸町監査委員の選任についてを採決します。 

 本案に同意することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、同意第３号 置戸町監査委員の選任については、同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。そのまま自席でお待ちください。 

               （本間靖洋代表監査委員入場、着席） 

                              

休憩 １１時１５分 

再開 １１時１６分 

                              

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                    

    ◎日程第１０ 同意第 ４号 置戸町教育委員会委員の任命について 

○佐藤議長 日程第１０ 同意第４号 置戸町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました同意第４号は、置戸町教育委員会委員の任命についてでありま 

す。本町教育委員会委員藤川直子氏につきましては、平成２８年９月３０日付をもって退任されまし

たので、後任に次の者を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 後任の方でありますが、住所は常呂郡置戸町字境野５５番地の１１。氏名は北村幸代氏でございま

す。生年月日は昭和５０年９月２５日生まれで、現在と言いましょうか、４１歳になったばかりであ

ります。 

 北村幸代氏の略歴等について申し上げます。富山県高岡市の出身で、平成６年３月に富山県国際大

学附属高等学校を卒業された後、平成８年３月に音更町にあります、帯広大谷短期大学を卒業されま

した。同年４月により、陸別町にあります、社会福祉法人北勝光生会に入社をしまして、その後、平

成１４年の４月に置戸小学校の公務補であります、北村敏幸さんと結婚をされた期に、置戸町に居住

をされております。現在は、小学生の子供さん、お２人でありますが一男一女のお子さんがいらっし

ゃいますが、平成１８年から社会福祉法人信愛会、こじか保育園で保育士として勤務されたその後、

認定こども園置戸町こどもセンターどんぐりで保育士として引き続き勤務をされておりました。少子

高齢化という社会の急激な変化の中、改めて地域の発展を支える基盤として教育の重要性が認識され

ている今日でありますが、北村氏が北海道に来られたきっかけが障害者福祉と児童福祉の道を志して

帯広大谷短期大学へ進学されたことを伺いまして、まさにその両方の施設勤務を経験され、慈愛に満

ちた観点から、積極的なご意見、あるいは、生の声を教育行政に反映していただけるものと期待して

いるところであります。ご賢察を賜りまして、任命の同意についてよろしくお願いを申し上げ、提案
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とさせていただきます。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  討論は、置戸町議会運用例により省略します。 

  これから、同意第４号 置戸町教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  本案に同意することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、同意第４号 置戸町教育委員会委員の任命については同意することに決定しました。 

                                    

    ◎日程第１１ 同意第 ５号 置戸町教育委員会委員の任命について 

○佐藤議長 日程第１１ 同意第５号 置戸町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました同意第５号は、置戸町教育委員会委員の任命についてでありま 

す。本町教育委員会委員河野智子氏は、平成２８年９月３０日付をもって任期満了となるので、後任

に次の者を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議

会の同意を求めるものでございます。 

 後任の方でありますが、同じく河野智子氏で、住所は常呂郡置戸町字雄勝５０２番地の５。生年月

日は昭和４１年４月１２日生まれで、現在満５０歳でございます。 

 河野智子氏の略歴等について簡単に申し上げたいと思います。昭和６０年３月に北海道静内高等学

校を卒業された後、弘前大学に進まれまして、平成元年４月より、小樽市の株式会社北一硝子に入社

をされております。その後、平成３年５月から本町の地遊人の一人として置戸町に居住し、平成４年

１２月に河野由文さんとご結婚され、現在、一男二女の母親でいらっしゃいます。 

 置戸町における奉職等についてでありますが、平成１９年の４月から平成２７年５月まで置戸町立

図書館協議会委員を務められたほか、青少年育成推進委員会委員や置戸町まちづくり基本条例策定委

員、置戸町行政改革推進委員会の委員を務められ、平成２７年６月から現在まで教育委員会委員を務

められております。これまでも置戸町の教育行政に貴重なご意見をいただいておりますが、引き続き

積極的なご意見を教育行政に反映していただけるものと期待しているところであります。任命の同意

についてよろしくお願いを申し上げまして、提案とさせていただきます。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  討論は、置戸町議会運用例により省略します。 
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  これから、同意第５号 置戸町教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  本案に同意することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、同意第５号 置戸町教育委員会委員の任命については同意することに決定しました。 

                                   

    ◎日程第１２ 諮問第 １号 置戸町人権擁護委員候補者の推薦に 

                  ついて 

○佐藤議長 日程第１２ 諮問第１号 置戸町人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました諮問第１号は、置戸町人権擁護委員候補者の推薦についてでご 

ざいます。本町人権擁護委員候補に、次の者を推薦したく人権擁護委員法第６条第３項の規定により

諮問するものであります。 

 現在の委員であります、磯川直文氏は、本年９月３０日までの任期でしたが、この度、委嘱発令回

数の見直しにより、年４回から年２回に集約されたことに伴いまして、任期が３か月伸長され、１２

月３１日をもって任期満了になります。後任の候補者として、磯川氏を引き続き推薦したく議会の意

見を求めるものでございます。 

 住所は常呂郡置戸町字境野１３８番地。氏名は磯川直文氏でございます。生年月日は昭和３３年１

月１日生まれで、現在５８歳でございます。 

 磯川氏の略歴等について申し上げます。職歴等の経歴につきましては、現在、町内境野にて宗教法

人良誓寺代表役員僧侶であります。平成７年から１５年までの８年間、町立へき地保育所境野保育園

の園長。平成１０年から現在まで、置戸町営住宅入居者選考委員会委員。平成８年から、置戸消防団

の境野分団員。平成１５年１２月から平成１９年１２月まで、境野分団の分団班長。平成１６年の１

０月から、人権擁護委員等の公職がございます。磯川直文氏につきましては、現在まで人権擁護委員

として経験豊かな活動実績から、置戸町人権擁護委員の候補者として推薦を申し上げますので、ご審

議をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

                 （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  討論は、置戸町議会運用例により省略します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案による者を適任者に決定したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

                 （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 
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 したがって、諮問第１号 置戸町人権擁護委員候補者の推薦については、原案による者を適任とす

ることに決定しました。 

                                   

    ◎日程第１３ 認定第 １号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳 

                  出決算の認定についてから 

    ◎日程第１９ 認定第 ７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計 

                  歳入歳出決算の認定についてまで 

               ７件 一括議題     

○佐藤議長 日程第１３ 認定第１号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認定についてから 

日程第１９ 認定第７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの７

件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました認定第１号は、平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認 

定についてであります。また、認定第７号は平成２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

についてであります。この間の認定の部分も含めまして、内容については町づくり企画課長の方から

ご説明を申し上げます。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 認定第１号から第７号までについて説明をいたします。平成２７年度の各会 

計決算につきましては、６月３０日会計管理者より提出があり、内容を精査の上、関係書類を添えて

８月１日監査委員の審査に付したところであります。９月２日、監査委員より審査意見書が提出され

ましたので、地方自治法第２３３条第３項の規定により今定例会に提案し、議会の認定に付するもの

でございます。 

 次にお配りいたしました資料ですが、黄色の表紙のものは平成２７年度置戸町一般会計・特別会計

決算書となります。政令で定める付帯資料として、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書を会計毎にまとめ、１８３ページからは財産に関する調書、１９５ページからは基金運用調書を添

付しております。 

 このほかに別冊で、法に定める資料といたしまして、各会計決算に係る主要な施策の成果に関する

説明書、監査委員の審査意見書。参考資料として薄緑色の表紙の平成２７年度一般会計・特別会計決

算に関する説明資料及び事務報告書を添付しております。 

〈認定第１号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 それでは認定第１号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認定につ 

いて説明をいたします。 

 一般会計・特別会計の決算状況を会計ごとの実質収支に関する調書で説明いたしますので、黄色い

表紙の平成２７年度置戸町一般会計特別会計決算書の８２ページをお開きください。一般会計実質収

支に関する調書になります。歳入総額４５億８，５３３万２，０００円。歳出総額４４億３，５０３

万５，０００円。歳入歳出差引額は１億５，０２９万７，０００円となります。翌年度へ繰り越すべ
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き財源、繰越明許費繰越額の２，７９３万４，０００円を差し引いて、実質収支額は１億２，２３６

万３，０００円となります。実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は

９，０００万円とし、減債基金に積み立てをいたしました。残りました３，２３６万３，０００円は

平成２８年度に繰り越しをいたしました。 

 以上で認定第１号の説明を終わります。 

〈認定第２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 続きまして認定第２号について説明いたしますので、１０８ページをお開き 

ください。 

 認定第２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 国民健康保険特別会計実質収支に関する調書になります。歳入総額５億４，９８０万４，０００円、

歳出総額５億４，１７３万５，０００円、歳入歳出差引額は８０６万９，０００円となります。翌年

度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は８０６万９，０００円となります。実質収支

額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は５００万円とし、国民健康保険特別会

計財政調整基金に積み立てをいたしました。残りました３０６万９，０００円につきましては、平成

２８年度に繰り越しをいたしました。 

 以上で認定第２号の説明を終わります。 

〈認定第３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 続きまして認定第３号について説明いたしますので、１２０ページをお開き 

ください。 

 認定第３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書になります。歳入総額５，０７７万２，０００円、

歳出総額、同額の５，０７７万２，０００円、歳入歳出差引額及び実質収支はゼロとなります。 

 以上で認定第３号の説明を終わります。 

〈認定第４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 続きまして認定第４号について説明いたしますので、１４２ページをお開き 

ください。 

 認定第４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 介護保険事業特別会計実質収支に関する調書になります。歳入総額３億２，１６０万８，０００円、

歳出総額３億７７２万９，０００円、歳入歳出差引額は１，３８７万９，０００円となります。翌年

度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は１，３８７万９，０００円となります。実質

収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額を全額の１，３８７万９，０００円

とし、介護給付費準備基金に積み立てをいたしました。 

 以上で認定第４号の説明を終わります。 

〈認定第５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 続きまして認定第５号について説明いたしますので、１５４ページをお開き 

ください。 

 認定第５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 
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 介護サービス事業特別会計実質収支に関する調書になります。歳入総額並びに歳出総額はいずれも

１，０５８万８，０００円となり、歳入歳出差引額及び実質収支額は０円となります。 

 以上で認定第５号の説明を終わります。 

〈認定第６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 続きまして認定第６号について説明いたしますので、１６８ページをお開き 

ください。 

 認定第６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 簡易水道特別会計実質収支に関する調書になります。歳入総額８億４，８１２万９，０００円、歳

出総額８億４，８０６万１，０００円、歳入歳出差引額は６万８，０００円となります。翌年度に繰

り越すべき財源はありませんので、実質収支額は６万８，０００円となり平成２８年度に繰り越しを

いたしました。 

 以上で認定第６号の説明を終わります。 

〈認定第７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について〉 

○栗生町づくり企画課長 続きまして認定第７号について説明いたしますので、１８２ページをお開き 

ください。 

 認定第７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 下水道特別会計実質収支に関する調書になります。歳入総額２億３，０２５万円、歳出総額２億 

３，０２３万１，０００円、歳入歳出差引額は１万９，０００円となります。翌年度に繰り越すべき

財源はありませんので、実質収支額は１万９，０００円となり、平成２８年度に繰り越しをいたしま

した。 

 以上で認定第１号から第７号までの説明を終わります。 

○佐藤議長 これから認定第１号から認定第７号までの質疑を行います。 

 議案の順序で行います。 

 まず、認定第１号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 認定第２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 認定第３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 認定第４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 認定第５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 認定第６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 認定第７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ全体を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければこれで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 認定第１号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第７号 平成 

２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの７件については、いずれも置戸町

議会委員会条例第４条の規定によって、４人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号 平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第

７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの７件については、いず

れも４人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とする

ことに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、置戸町議会委員会条例第６条

の規定によって、６番 岩藤孝一議員、７番 小林満議員、８番 石井伸二議員、９番 嘉藤均議員、

以上４人の議員を指名したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました４人の議員を決算審査特別委員会の委員に選任することに決定

しました。 
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 ただいま選任されました決算審査特別委員会委員に申し上げます。本日の会議終了後、議員控室に

おいて、第１回決算審査特別委員会を開催し、委員長の互選を行うよう置戸町議会委員会条例第８条

第１項の規定により、口頭をもって通知します。 

                                   

    ◎日程第２０ 報告第 ９号 平成２７年度置戸町財政健全化及び 

                  経営健全化の比率について 

○佐藤議長 日程第２０ 報告第９号 平成２７年度置戸町財政健全化及び経営健全化の比率につ 

いてを議題とします。 

本案に対し報告を求めます。 

町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました報告第９号は、平成２７年度置戸町財政健全化及び経営健全化 

の比率についてでございます。内容につきましては、町づくり企画課長よりご説明を申し上げます。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 報告第９号について説明いたします。 

 平成２７年度置戸町財政健全化及び経営健全化の比率について。 

 平成２７年度置戸町財政健全化及び経営健全化の比率について、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づく報告となりますが、財政健全化の比率、経

営健全化の比率、監査委員の平成２７年度財政健全化及び経営健全化の審査意見について説明をいた

します。 

 １の財政健全化の比率についてですが、平成２７年度における健全化判断比率は実質赤字比率、連

結実質赤字比率、将来負担比率についての数値はありません。実質公債費比率が６．６％となり、前

年度より０．４ポイントの減少となりました。なお、自主的な財政再建計画などの義務付けがされる

早期健全化基準はそれぞれの欄に記載のとおりとなっております。 

 ２の経営健全化の比率についてですが、簡易水道特別会計、下水道特別会計ともに資金不足比率の

数値はありません。なお経営健全化計画を定めなければならないとされる経営健全化基準はそれぞれ

の欄に記載のとおりです。 

 ３の監査委員の平成２７年度財政健全化及び経営健全化の審査意見につきましては、別紙のとおり

審査意見書に記載されておりますが、いずれも是正改善を要する事項の指摘はございませんでした。 

 以上で報告第９号の説明を終わります。 

○佐藤議長 報告に対し質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで報告済とします。 

                                   

    ◎日程第２１ 報告第１０号 例月出納検査の結果報告について 

○佐藤議長 日程第２１ 報告第１０号 例月出納検査の結果報告について。  

  事務局長から報告させます。 
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  事務局長。 

○田中事務局長 報告第１０号について申し上げます。監査委員が平成２８年５月３１日、６月３０日 

及び７月３１日現在の出納状況について検査を執行され、お手元に配付のとおりの結果報告がありま

した。 

 報告を終わります。 

○佐藤議長 これで報告済とします。 

                                   

    ◎散会の議決 

○佐藤議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 

                                   

    ◎散会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで散会します。 

散会 １１時４８分 
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平成２８年第６回置戸町議会定例会（第２号） 

 

平成２８年９月２７日（火曜日） 

 

○議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

      （諸般の報告） 

日程第 ２        一般質問 

日程第 ３ 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ４ 議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ５ 議案第６０号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ７ 決議案第１号 事務検査に関する決議 

日程第 ８ 意見書案第３号 地方財政の充実・強化を求める要望意見書 

日程第 ９ 意見書案第４号 道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しとすべての子ども 

              にゆたかな学びを保障する高校教育を求める要望意見書 

日程第１０ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子どもの貧 

              困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「３０人以下学級」 

              の実現をめざす教職員定数改善に向けた要望意見書 

日程第１１ 意見書案第６号 ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求め 

              る要望意見書 

日程第１２ 意見書案第７号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める要 

              望意見書 

日程第１３ 意見書案第８号 農業・農村を崩壊させかねない農政改革とＴＰＰの拙速な国会承認 

              の反対を求める要望意見書 

日程第１４ 意見書案第９号 指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望意見書 

日程第１５         議員の派遣について 

 

○会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

      （諸般の報告） 

日程第 ２        一般質問 

日程第 ３ 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ４ 議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ５ 議案第６０号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ７ 決議案第１号 事務検査に関する決議 
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日程第 ８ 意見書案第３号 地方財政の充実・強化を求める要望意見書 

日程第 ９ 意見書案第４号 道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しとすべての子ども 

              にゆたかな学びを保障する高校教育を求める要望意見書 

日程第１０ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子どもの貧 

              困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「３０人以下学級」 

              の実現をめざす教職員定数改善に向けた要望意見書 

日程第１１ 意見書案第６号 ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求め 

              る要望意見書 

日程第１２ 意見書案第７号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める要 

              望意見書 

日程第１３ 意見書案第８号 農業・農村を崩壊させかねない農政改革とＴＰＰの拙速な国会承認 

              の反対を求める要望意見書 

日程第１４ 意見書案第９号 指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望意見書 

日程第１５         議員の派遣について 

 

○出席議員（１０名） 

１番  前 田   篤 議員      ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員      ４番  佐 藤 勇 治 議員 

５番  阿 部 光 久 議員      ６番  岩 藤 孝 一 議員 

７番  小 林   満 議員      ８番  石 井 伸 二 議員 

９番  嘉 藤   均 議員     １０番  佐 藤 純 一 議員 
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開会 ９時３０分 

 

     ◎開議宣告 

○佐藤議長 これから本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、７番 小林満議員及び８番 石

井伸二議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。  

 ９月２６日に開催されました決算審査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果報告が議長にありましたので報告いたします。 

 決算審査特別委員会の委員長には、嘉藤均委員、副委員長には、岩藤孝一委員が互選されました。

その他の事項については、事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○田中事務局長 本日、議会から提出された事件は次のとおりです。 

  ・決議案第１号。 

  ・意見書案第３号から意見書案第９号。 

  ・議員の派遣について。 

  本日の説明員は、前日の名簿のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 一般質問 

○佐藤議長 日程第２、一般質問を行います。 

  通告の順番に発言を許します。 

  ６番 岩藤孝一議員。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 通告にしたがいまして教育長に一般質問を行いたいと思います。内 

容的には、教育長よりも町長に質問すべき内容じゃないかというようなことを言われましたけれども、

あえてと言いますか、教育長にクラフト関係のことで質問したいというふうに思います。 

 一般質問のペーパー、配られたペーパーには、簡略的に通告内容が書かれていますけれども、もう

少し詳しく通告書には書き込んであると思いますので、その部分でまず質問させていただきたいと思

います。 

 仮称「クラフトパーク構想」の早期実現に向けてということで質問いたします。 
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 オケクラフトが教育委員会部局において行われていることに対しては、町内外からも驚きや大きな

評価を得ていると認識しているところでございます。 

 そこで、総合戦略では、将来の新規開業クラフトマンを１３名と見込んでおります。生産教育の理

念のもとに、オケクラフトの振興を図らなければなりませんが、ソフト面はもとよりですが、１３名

の新規開業クラフトマンを見込むというようなことを踏まえれば、ハード面の整備が緊急の課題だと

思います。今後に向け、クラフトパークと言われていましたけれども、そういったエリア、あるいは

森林工芸館の改修、改築も含めて早期の実現が必要と思いますが、それを進めるにあたって、教育委

員会としてどのような手法で進めていくのかお伺いいたします。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔登壇〕 仮称「クラフトパーク構想」の早期実現に向けてということですが、仮称「ク 

ラフトパーク構想」とは、森林工芸館ゾーンの整備についてということで考えますが、このことにつ

いては、第５次置戸町総合計画の後期実施計画並びに置戸町まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

て明記され、現在の森林工芸館の改修並びに新たな森林工芸館の改築等の森林工芸館周辺整備につい

ては、本年３月の定例町議会における町長の答弁のとおり、平成３０年度、３１年度に予定をしてい

るところであります。 

 オケクラフトの振興を、議員の言われるハード面とソフト面とで考えてみますと、まず、ソフト面

については新たな研修プログラムのもとで２年が経過しました。現在、５名を抱える作り手の養成、

それと「ものづくり、手仕事の復権」等の生活文化面の側面と一般社団法人化しました置戸森林文化

振興協会が担うオケクラフト販売の経営、経済行為の側面が両輪を担っていくものと考えています。

この両輪の更なる発展があって、生産教育との理念のもとでオケクラフトの振興が図られるというふ

うに考えております。 

 次に、議員が緊急の課題と捉えているハード面の森林工芸館を取り巻くエリアの整備でありますが、

森林工芸館は建築から３０年程が経過し、リニューアルの時期に差し掛かっていることから、現在の

森林工芸館から網走中部森林管理署までの間をオケクラフトゾーンとして、設備の配置を検討協議し

ていかなければなりません。 

 この周辺整備における検討協議については、平成２３年度に作成された市街地区銀河線跡地構想図

は、地域福祉センター北側から網走中部森林管理署に至るまでのエリアを５つに分けたものと、全体

図からなる想像図となっており、この構想図について皆さんからのご意見をいただいているところで

あります。 

 森林工芸館運営委員会においては、昨年以降、数回ですが、この構想図を参考にしながらフリー  

トークでの意見交換を行ってきております。また、この構想図は作成から４年が経過し、現在の工芸

館を郷土資料及び秋岡資料の展示館にという具体的な案も出てきていることから、今までいただいて

いるご意見も抑えながら、この構想図については再度検討をする必要があるかなというふうに思って

おります。 

 今後も引き続き意見交換を進めていきたいというふうに思っておりますし、作り手の皆さんや一般

社団法人置戸森林文化振興協会の会員、準会員の皆さん、その他、関係者の皆さんからもご意見をい

ただきながら進めていく必要があるというふうに考えております。 
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○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 今、教育長の方から、基本となる総合計画のお話、それから総合戦 

略の話も出ました。確かに総合計画の中では、町長が答弁されたということでしたけれども、そのと

おり平成３０年度、４億円を見込み、そして３１年度、１億円の予算を見込むということで計画され

ております。また、創生総合戦略の中でも、戦略の中では具体的な年次ですとか、そういったものは

書き込んでありませんけれども、クラフトの振興をしっかり行うと、そういうようなことで計画され

ていると思います。 

 また、もう一つ、教育長は触れませんでしたけれども、第９次の置戸町社会教育５ヶ年計画、２０

１０年から２０１４年までの５ヶ年計画ですけれども、その中でもしっかりと生涯生産教育を進める

というふうに謳ってあります。 

 実は、自分も整理整頓ができない方なので第１０次の総合５ヶ年計画どうしたのかなと思って探し

に探したのですが、貰ったはずなのにと思いながら探しましたけれども出て来ませんでした。昨日、

公民館に行って確認しましたら、１０次はまだ製本されて配付していませんというようなことでした。 

このことについてここで議論するつもりはありませんけれども、基本的に森林工芸館の改築及びあの

ゾーンの利活用の方法というのは、この３つの計画を基本として進めていくんだというふうに思いま

す。教育長もそういうふうに言われていたと思います。その銀河線跡地計画の出た構想のパース、あ

の絵のもとに、運営委員会を中心に数回議論を進めてきた経過があるというふうなことでしたけれど

も、確かに教育長言われるように、もうかなり古い、５年も前のものですので、これが本当に今も生

きているのかというようなこともいろいろ危惧するんですが、運営委員さんを中心に進めていくとい

うようなことでしたけれども、どうなんでしょうかね。銀河線跡地利用ということで、散々今まで木

道プロムナード構想に関連して森林工芸館の改築、それを合わせていろんな話が今まで出てきた経緯

があると思いますけども、平成３０年から３１年に進めるということであれば、来年度、平成２９年

度には具体的な形というものをしっかり見据えなければ、３０年度には着工ということにならないと

思います。 

 それでですね、先程言いました、今後検討を進めていくということなんですけれども、具体的にど

のような形で進めていくのか。それから、先程、一般社団法人の話も出ましたが、形としては民営化

ということで、一般の法人ということになっています。そういった意味で、なかなかあそこのゾーン、

森林工芸館自体の改築、改修について意見を述べるという場面が、どういうところでそういう意見を

述べる場面、集約することができるのかということが、今の状況ではちょっと分からない状況になっ

ていると思います。 

 ですから、何か２９年度、策定に向けて違う組織を作るですとか、森林工芸館改築に向けての策定

委員会を作るですとか、そういった組織を作って、その中で意見集約して計画を作り込んでいくとい

うのが必要だと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔自席〕 私が答えられる範囲というのは限られているというふうに思いますが、この  

ゾーンの中心となるのは森林工芸館だなというふうに考えています。この新しくできる森林工芸館で

すが、私の思いとしては、現在の工芸館よりも沢山のオケクラフトが並ぶことを強く願っているとこ
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ろです。そのために作り手の方々のそれぞれに、どこよりもまずは仕上げた作品は工芸館へという思

いを強くしていただきたいというふうに思っていますし、新しい工芸館はそう思える。そして、製作

意欲を掻き立てる空間、工芸館にしたいなということを強く思っています。それが実現することで訪

れる方々は素晴らしい作品に触れて、この工芸館でこのオケクラフトを購入したいと、工芸館で購入

することがオケクラフトを購入する、何かステータスみたいなことになるんではないかなというふう

に思っています。 

もう一度訪れて、オケクラフトを手にしてみたいと思える、そんな工芸館にしたいということを強く

思っています。訪れる方々にとって施設の中だけではなくて、森林工芸館の周りの環境も心地良いも

のにしていきたいなというふうに思っております。その実現は、早ければ早い方がいいなというふう

に強く思っています。そのためには、多くの方々の意見を聞いていく必要があるなというふうに思い

ますし、教育委員会部局としては、やはり運営委員会及び作り手の方々の意見を聞くために、いろん

な場面を設定しながら新しい工芸館に向けての構想を作り上げていきたいなというふうに考えている

ところです。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 教育長の答弁のできる範囲でというようなことでしたけれども、確 

かに町長も何か言いたいのかなというふうに思いますが、先日、オケクラフト札幌展ということで札

幌に出かけて行きました。会場に来てくれるお客さんは、まずほとんどの方が置戸の工芸館に行って

物を買って来ましたよと、持ってますよと、そんなことからまた来ましたというようなお客さんがか

なり多いです。 

 ということは、それだけクラフトを買いに森林工芸館、置戸町に来てくれたんだなというふうに、

本当にびっくりするぐらいの数が札幌周辺の方々でおられます。 

 そういうことを考えると、観光という面からも、あと、商工業という面からも考えても、やはり森

林工芸館というのは置戸にとって大切な売り場だったり、施設だったりということなんだと思います。

それを支えているのが教育委員会だと、そういうことでいうと、とても町外の人には驚かれます。中

には、そろそろ教育委員会から放れて一般社団法人が全てを担った方がいいんじゃないかというよう

な言い方をする人もいますけれども、基本的には、教育委員会が中心になってやっているという根っ

この部分の思想と言いますか、オケクラフトが生まれた、そういった歴史と言いますか、そういうも

のを大切にしていかないと駄目なんだというふうに思います。 

 そんなことを踏まえながら、３０年、３１年に向けて進めていくということですけれども、２９年

度には、先程言いましたけれども、ある程度の形というよりも、しっかりした形を作り込まないと  

３０年度の着工ということには間に合わないんだと思うんです。 

 それがどういう方向で形を作っていくのか、それは教育長、教育委員会部局としての関わり方とい

うのが当然その中に大きなこととして出てくると思うんです。その辺り教育長が考える、作り込む手

段ですね、手法、運営委員会に全てお任せするのか、それとも観光という面からいくと観光協会も関

わっていくのか、例えば、商工会も関わるのか、そういうことを考えると、町内で有識者会議みたい

なものを策定して、その中で工芸館の改築、改修、あのエリアの導線ですか、新しく、そういったも

のを練り込んでいくのか、その辺りをきちんと作らないと進んでいかないと思うんですよ。 
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その辺り、教育長どういうふうな組織なりというものを作ってやった方がいいと思うのか、どうお考

えかお伺いします。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔自席〕 一般社団法人化しました置戸森林文化振興協会を立ち上げる時もそうだったん 

ですが、いろんな場面で教育委員会部局として、そこら辺の意見を集約しました。その集約したもの

については町長の方に挙げて意見を聞きながら、また次の会議に臨むというようなスタイルをしてき

ましたので、教育委員会部局でクラフトパーク構想についての意見を集約したものについては、町長

の方に挙げて、そして意見をまたもらっていきたいというふうに思ってますし、また、その他の部分

については、今、岩藤議員の話を町長と聞いてますので、そこら辺のところ意見交換をしながら、私

の方で進めていきたいというふうに思っております。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 教育長も町長と連携を取りながらということで答弁いただきました。 

一般社団法人の話も出ましたし、そのあたりの理事ですとか、理事長さんは副町長ですから、その中

からの意見が森林工芸館の改修、改築についての意見を伝えていくということは、当然イコールとい

う形になっていくんだと思いますけれども、ハード面ということで今回質問しているわけですが、社

団法人の中でもやっと１年が経って、いろいろな不具合ですとか不都合ですとか、ハード面の中でい

ろいろ出てきているように聞いております。 

 また、先程１３名の研修生を受け入れるということの中で、例えば、バスの中には最初から出てい

る話ですが、住宅付工房、住宅の建設なんていうのは、最初のクラフトパーク構想の中でも出てます。

研修生募集するにあたって、先にハード面の部分の形が出来ていれば、そこに入ることを前提に研修

生を募集するということも可能なんだと思います。そういったことがないと、来る方の研修生も不安

になるという部分もあったり、今実際に町内では、工房を新しく持つにしても場所がなくて右往左往

しているという状況もあります。 

 今年３名卒業する研修生についてもですけど、そういったことも含めて、なるべく早い時期に策定

していただいて、３０年、３１年に向けて進むということが本当に大事だというふうに思いますので、

当然、教育委員会が僕は中心になってやっていくべきだというふうに思いますけれども、関係団体、

いろんなところの人達の意見を取り組んで、是非進めていっていただきたいというふうに思います、

いかがですか。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔自席〕 今、岩藤議員がおっしゃったようなことも考えに入れながら進めていきたいと 

いうふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 何度も言いますけれども、総合計画では３０年、３１年ということ 

です。２９年度には、基本的に計画を作らないといけないということだと思います。それに向けて教

育長の方から答弁いただきましたので、町長としっかりと連携を取っていただいて進めていただきた

いというふうに思います。以上で終わります。 

○佐藤議長 ８番 石井伸二議員。 
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○８番 石井議員〔一般質問席〕 それでは、通告にしたがいまして町長にお伺いをいたします。公共 

施設、店舗改修の際の防犯カメラ等の設置推進をということでありますが、以前にも提案をさせてい

ただいた事案であります。安心、安全の町づくりの観点から、公共施設、また、民間の店舗改修補助

等の際、防犯カメラやセンサーライト、防犯灯等の設置を推進すべきではないかというふうに思って

おります。 

 防犯カメラの映像が事件解決に繋がった例は全国的にも見過ごすことのできない程の数値となって

おりますことは、既にご存知かというふうに思います。また、防犯、犯罪の抑止だけではなく、今で

は、失踪者探しであったり、徘徊等、人口減もありますから、見守りといった観点からも大変有効な

ものだというふうに思っております。また、車載カメラ、ドライブレコーダーが普及することによっ

て、万が一のことであっても事故や災害発生の原因究明に役立つのではないかというふうに思ってお

ります。 

 公用車等に取り付ける考えはないでしょうか。今いろいろとカメラについてお話を申し上げました。

今回の台風災害で思ったのは、主要な橋や道路において、定点カメラ等が設置してあれば、対策本部

等でかなり現状の把握ができたのではないか。水量であったり、周辺の状況によっては、直ぐに橋の

通行止めなどの対策が取れたのではないかと。 

国や道と協議の上、監視カメラ、定点カメラを付けさせてはいかがでしょうか。 

 それからもう１点、地域自治会の負担増もあってか、なかなか進まない通学路等、暗いと思われる

ところの街路灯の増設ですが、これからの秋冬に向けて暗くなります。ソーラー、独立型の街灯設置

の考えを伺います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 公共施設、店舗改修の際の防犯カメラ等の設置推進ということで、広範囲にわた 

っての対応策と言いましょうか、提案がありました。 

 大きな括りとしては、私も否定するものは一つもありません。基本的には、そのとおりだと思いま

す。今の時代、時代背景等を考えると、こうした地方といえども、その必要性は少なからずあるだろ

うということは十分認識はしております。ただ、現実の問題としていろいろあるものですから、答弁

させてもらいたいと思います。 

 初めに、防犯面から申し上げますが、本町での盗難事件と言いましょうか、平成２７年度において

は、車上荒らしが２件、あと、忍び込み、空き巣の被害、灯油の盗難、事務所荒らし、これらがそれ

ぞれ１件ありました。トータルしますと、６件ということになりましょうか。 

 平成２８年度、本年度におきましては、８月末でありますが、空き巣の被害が１件ありました。ま

た、毎年町の防犯協会等が行う車両の防犯診断、置戸、境野、勝山地区で実施しているわけでありま

すが、この点検で車両４４４台点検したわけでありますが、エンジンキーが付いたままというのが２

４台ありました。それと、ドアロックがされていない車両が７２台という調査結果を聞いております。 

置戸の駐在所の方からは、いつも言われているんですが、車内に貴重品を置かない、きちんと施錠を

する、そして、明るく人目に付く場所に駐車をするといった指導を受けておりまして、広報を初め、

ホームページ、あるいは情報メールを活用しながら注意喚起に努めているところであります。 

 交通安全対策と同様に、この防犯対策もそうですが、町民一人ひとりがこの防犯意識というものを
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持って、犯罪の目を小さいうちに摘んでいく努力が必要だろうというふうにも思っているところであ

ります。 

 次に、公共施設の街路灯でありますが、防犯面あるいは施設の管理面からも必要数を設置している

ところであります。また、本年は勝山地域から要望があったわけでありますが、勝山公民館の前とい

うことになりましょうか、街路灯の設置の希望がありましたけれども、これについては既に設置をし

たところであります。 

 施設への防犯カメラの設置についてでありますが、犯罪の抑止の効果があるということも思います

けれども、来訪者に威圧感を与えること、あるいはプライバシー等の問題、この点には心配する向き

もあるんだということをご理解いただきたいと思います。 

 現在、公共施設への防犯カメラは、小学校、それから若者交流センターに限られておりますが、現

時点でこれらを拡大するという必要性についてはあまりないように思っております。施設の管理面か

ら金品等、貴重品は施設に置かない。夜間には事務所のカーテンを開放するというようなことも留意

していただくように、それらの管理を徹底させているところであります。 

 また、店舗改修時の防犯カメラの設置についてでありますけれども、平成２７年の４月に施行して

おります「美しい商店街奨励金補助事業」、この事業を活用していただいて、改修に合わせて設置して

いただけるかなというふうに思っております。 

 ただ、この事業がスタートしてからそうなんでありますが、この事業を活用して実施したところは

平成２７年度で９件。また、本年度４件ほど補助事業の利用がございました。しかし、議員から提案

がありましたけれども、このカメラの設置についてというのは、率直に申し上げて相談も含めてであ

りますが、一つもなかったというのが実態であります。 

 それから、定点カメラについては、国や北海道ではご承知のように災害等の備えとして道路河川に

設置しております。町内では、常呂川の学友橋のところでありますが、置戸の観測所の水位観測。そ

れから、鹿の子ダムの放流監視の映像が国土交通省のホームページからも閲覧できるようになってお

ります。現時点では、大規模な設備は難しいということから、当面は消防団あるいは職員による目視

での状況把握ということでの対応と言いましょうか、そんなことで努めていきたいというふうに思っ

ております。 

 また、通学路の暗いと思われるところのソーラー独立型の街路灯の設置が必要でないかということ

でありますが、市街地も現在はＬＥＤ化が進みました。かなり明るくなっていると思います。防犯対

策でもお話を申し上げましたけれども、できればできるだけ明るいところを歩いてほしいなというふ

うにも思っているところであります。 

 現在のところ、学校あるいは地域から新たに街路灯の設置の要望は聞いておりませんけれども、必

要に応じて関係機関あるいは道路管理者とも設置についての協議をしたいというふうに思っていると

ころであります。 

 置戸駐在所でも、不審者が町内に入り込まないように昼夜のパトロールを行っているところであり

ます。警察あるいは防犯協会、また自治連とも協力しながら、今後とも安心、安全の町づくりに努め

てまいりたいと、このように思っているところであります。 

 冒頭申し上げましたけれども、全国的には非常に信じ難い事件も起きておりますから、そのことは
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十分認識して対応を考えていかなければならない、それも地方の町にとっても必要な時代に入ってき

たかなとは思っておりますけれども、現状そういうような状況だということも含めて答弁させていた

だきました。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 石井議員〔一般質問席〕 まず、街路灯についてでありますが、ＬＥＤ化され明るくなったと 

申しますが、返ってＬＥＤ化によって暗くなったというふうに今言われております。さらには、暗い

ところに設置の要望がないというようなお話がありますが、よく耳にするのは、場所の特定は避けま

すけれども、ないことはないというふうに思っております。 

 それから、今回の災害時において非常に気になった点でありますが、避難勧告、また指示等があっ

ても、指示が出されたと言いますか、勧告が出されたのが夜間であって、暗い中避難先に行くという

のを躊躇された方がかなりいたように思います。こういったことを考えますと、まして停電といった

ものと重なった場合、真っ暗な中で避難所に向かわなきゃならないという状況も考えられます。 

 そういった時に公共施設周辺、また道なりに独立型のソーラー型の街路灯を設置しておくと、室内

における避難誘導灯と言いますか、それの代わりにもなるんではないかというふうに思って、今回こ

ういうお話をさせていただいたのも一つであります。 

 それから、防犯カメラ等においては、民間で取り付ける場合、プライバシーの関係で敷地内にカメ

ラを向けなければならないというような状況があります。先程も、防犯、犯罪という点でのお話をさ

せていただきましたが、その後段でお話をさせていただいた、今では失踪者探しであったり、徘徊等

の監視といっては語弊がありますけれども、見守りといった観点でカメラを付けていただければなと。 

町での設置ですと、公共の広い範囲をカバーできることから、現在、進められているスポーツセンタ

ーの耐震補強の改修、その際、高い位置からカメラを設置をして、そういった見守りの視点と言いま

すか、そういったものを作ってもいいのではないかというふうに思うわけですが、その辺の点で改め

て考えを伺いたいというふうに思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 防犯も暴追もそうでありますけれども、具体的な対応ということになりますと、 

率直に申し上げていろんな意見があるだろうと思います。議員がおっしゃられることも勿論そういう

意見として沢山の方がそういうふうに思われている人達も沢山いると思います。 

しかし、一方ではこの行き過ぎるというものについて、非常に厳しい目というか、そういうものもあ

るということは事実だと思います。そういう意味では、広範囲にわたっての議論ということが必要だ

と思います。 

 それから災害に絡んでの、関係してのご意見もありました。今回の台風で私共がいろいろ反省しな

ければならない点もあります。しかし、そのことは同時に、町民の人達にも理解をしてもらわなけれ

ばならないこともいろいろありました。これらについて、自治会活動と言いましょうか、そういうレ

ベルの中でも、きちっと議論する必要性があると思います。と言いますのは、ご承知のように自主避

難も含めてでありますが避難していただきました。避難していただきましたけれども、その後の自宅

に帰るという部分については、行政の方から２～３名を施設の方に配置をしているわけですが、文字

通り、帰る時も自主判断で帰るという強い避難者の判断と言いましょうか、こんなことが現実の問題
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としては沢山あるということであります。 

 しかし、災害が起きなかったからいいようなものであって、実際に避難したのにも関わらず、その

後、何らかの事故が発生したという場合は、当然、行政として責任が問われるわけであります。しか

し、責任を問われるということは、同時に自己責任もあるということ、この辺の共通の理解というか

認識をしていかなければならないというふうに思っています。 

 ですから、総体的な議論ということで言えば、冒頭申し上げましたけれども、やはり自分の身を守

るという観点からも、自分の責任と言いましょうか、そういうことも必要だというふうに思います。

ただ、いろんな関係機関あるいは関係者が一堂に会して、こうした問題に対しての議論と言いましょ

うか、対策というものはやっていく必要性があるだろうというふうに思っております。 

 特に通学路の話が出ましたけれども、前にそういうような意見があって、当時の土木現業所といっ

たらいいんでしょうか、今、建設管理部というふうに言われておりますけれども、こちらの方に話を

して設置をしてもらったところもありますけれども、しかし、現実の問題として言えば、これで十分

かどうかということになりますと、必ずしもそうではないということがあると思います。 

 それから、ＬＥＤで明るくなったじゃないかということに対して、灯りがあたる面積というか、こ

れが狭まったと、逆にそういうことでの必ずしも明るくなったとは言えないんじゃないかというよう

なご意見だと思います。 

 しかし、前にも申し上げたような気がするんですけれども、灯りがあそこにあるということでの一

つの安心感というか、対応策の一つとして生きているものだぞということも言えるんじゃないかとい

うふうに思います。 

 しかし、ＬＥＤ化によって全体的な明るさの問題がその地域の中であるとすれば、また検討するこ

とはやぶさかでないだろうと、こういうふうに思います。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 石井議員〔一般質問席〕 どうしても経費の面も含めて、なかなか色よい返事はいただけない 

のかなというふうに思っておりますけれども、いずれ私は必要になってくるのかなという思いがあり

ます。 

 今後、少しでも明るい安心、安全な町づくりの計画の上でも、是非ともこういった視点を取り入れ

て今後の町づくりに頑張っていただきたいなというふうに思いますが、今一度よろしくお願いいたし

ます。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 議員とそんなに考え方が違うとも思ってないです。ただ、安全な町、安心して住 

める町というのは、これは究極の願いであり目標であるというふうに思います。そうした観点からす

ると、うちの夜間における照明灯について、十分か十分でないかという議論は当然あると思います。 

 そういう中で、個人が果たさなければならないという責任も同時にそこにはあるだろうというふう

に思います。しかし、個人では守りきれない、やりきれないという部分もあると思います。そういう

ところは当然ながら行政としてやらなければならない点だというふうに認識をしております。しかし、

個々の置戸の町に住んでいる人達の共通の理解と言いましょうか、共有できるような着地点を見出し

ていく、そのことがまさに安心、安全の町をつくっていくという目標にあるだろうと、こういうふう
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に思います。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 石井議員〔一般質問席〕 万が一というような事案が発生しないことを願って、私からの一般 

質問を終わりたいと思います。 

○佐藤議長 これで一般質問を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ３ 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予 

                  算（第３号）から 

    ◎日程第 ６ 議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事 

                  業特別会計補正予算（第１号）まで 

               ４件 一括議題     

○佐藤議長 日程第３ 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）から日程第６  

議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）までの４件を一括

議題とし、これから質疑を行います。 

 議案の順序で行います。 

〈議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 まず、議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）。 

 質疑は条文毎に進めます。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第３号）、６ページ、７ページ。歳出から進め

ます。 

 ３．歳出。２款総務費、１項総務管理費。３款民生費、１項社会福祉費。４款衛生費、１項保健衛

生費。 

 質疑はありませんか。 

 ４番。 

○４番 佐藤議員 衛生費の中の畜犬対策等に要する経費の中で、今年は非常に蜂の発生が多いという 

ことで、先日、蜂の事故で亡くなった方も聞いておりますけど、追加額ですね、８８万３，０００円

について内容をもう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。１点は、業者さんに委託した場合の、

１件当たりの委託料がいくらになるのか。また、個人で、個人の住宅等でそういった蜂の巣が発見さ

れた場合、当然役場の方にお願いすると思うんだけど、そういった場合についての個人の負担という

のはどうなるのか、その辺教えてほしいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 蜂駆除の状況ですが、平成２６年度が４９件、平成２７年度が５２件、平成２５ 

年度が２２９件でした。今回、平成２５年度のベースを参考にしまして、平成２５年５月から８月ま

でで１６８件。９月、１０月で６１件でしたので、２５年度を参考に見込みとして７０件分。あと、

同じ科目の中に野犬掃討の部分もありますので、その部分を蜂の方に回していたという関係もありま

すので、その分を調整しまして、８８万３，０００円の積算となっております。蜂の駆除の単価なん

ですが、１件当たり消費税込みで、８，９６４円となっております。 
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 ルールといたしまして、個人の住宅の軒先に蜂の巣ができているよということで、町民生活課の方

にご連絡をいただきまして、私共の方から委託業者の方に駆除をしてくださいということで、委託を

して駆除をしていただくというふうになっています。個人負担はいただいておりません。早急にやら

ないと危険なので、すぐ対応していただくように努めております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 企画費の民間住宅の建設の関係で、１７０万円補正してますけども、一つは、図面 

が出てきたのかどうかということを知りたいんですけども、申請の時にそういうのが出てきたんです 

か。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 本制度ですが、６月の補正予算でご承認いただいた上で、７月１日からスタ 

ートいたしました。７月の広報に掲載をいたしまして、正式な申請ではなくて、事業を予定されてい

る方の申し込みという形で受付をいたしましたところ、その時点では大よそ９月ぐらいまでに着工で

きる運びにしたいという内容でありました。概算事業費とか面積等の記載はございますけれども、そ

の時点での図面はございません。なお、その時のお話としては、敷地の問題もありますので、確認申

請出すまでには、役場の方とも少し協議をした中で進めていきたいというご相談内容でありました。

現時点におきましても、まだ正式な確認申請の受付をいたしておりませんので、具体的な図面の中身

が確定したという状況にはございません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 図面が出てきていないということで前に進まないんですけども、正式に図面が出て 

きた段階で議会に提示してほしいということが１件と、当然８戸ですから駐車場の問題も出てくると

思いますが、その辺も含めてどういう敷地の中にどういうものを建てるのかというのは、出てきた段

階で知らせてほしいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 申請内容と審査の段階の話になりますと、ちょっとその時点での情報のご提 

供は、検討する必要があると思っています。それから、申請された方にご承諾を得た上で、議会の方

になるべく情報提供できるように検討してまいりたいというふうに思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページに進みます。 

 ８ページ、９ページ。５款労働費、１項労働諸費。６款農林水産業費、１項農業費、２項林業費。

８款土木費、２項道路橋梁費。 

 質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 道路橋梁の維持管理に要する経費で、今回、災害部分ということで追加補正があっ 

たわけですけど、状況がよく私どもには分からないので知らせてほしいのは、現在、町道の復旧作業
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を日夜やっておられると思うんだけど、被害全体の中で、現在、進捗状況というのかな、復旧の状況

がどうなっているのか。大よそどれぐらいまで復旧しているのかということ。あと、直営だけではな

かなか難しいところもあるんではないかと思うんですけど、そんな中で、いわゆる業者にやってもら

う部分とか、そういった状況というのは、どのようになっているのか、どのように検討されているの

か。それと、年内というか、最終的には復旧が大よそ完了するには、どれぐらいの月日がかかるのか、

その辺の状況というのを概略でいいんですけど、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 今現在、通行止めの区間の路線が３路線ございます。常呂川本流線、ダムの上で 

すね。それと、春日線。早川さんから奥です。それと、鹿の子沢線。鹿の子沢へ行くところの砂利道

ですが、今のところ町道で完全に通行止めになっている区間です。それでですね、常呂川本流線につ

きましては、体験交流センターの下の道道が半分欠落している状況で、全くそれから奥に車両が通れ

ない状況になっております。北海道とも打ち合わせはしているんですけども、おそらく本流線、ここ

の復旧は、災害査定の５ということなんですけども、その後、冬期間の通行止めの時期に入るという

ことで、本流線につきましては、来年度以降の復旧になる見込みとなっております。 

 春日線につきましては、現在のところ通行止めにはしておりますけども、車が走って走れないよう

な状況ではございません。ですので、ほかの作業状況、進行状況を見ながらなんですけども、いずれ

にしてもここの路線も冬期間は通行止めになる区間ですので、他の作業状況等を加味して総合的に判

断していきたいと思います。 

 鹿の子沢線につきましても、同様に考えております。それで、民間の委託ということで、１３節委

託料で、１６５万円計上しております。これにつきましては、直営の手が回らないところというとこ

ろで計上はしているんですけども、いずれにせよ民間に委託することになると、経費もかかる部分が

あります。ですから、これについては直営でやれる範囲は、なるべく直営でというふうには考えてい

るんですけれども、あとは、作業内容ですね。専門家、プロに任せればいいところはプロに任せなき

ゃならないという判断もしていかなきゃならないと思っております。この１６５万円につきましては、

現在のところ、愛の沢の瀬戸さんのところの側溝が、８０メーター、１００メーター区間、欠落して

いるところがありまして、そこはやはりプロに任せなきゃならないかなというふうに判断して予算を

計上しております。ただ、先程申したとおり、直営の作業量も加味しながら、総合的に判断していき

たいと思います。あと、河川につきましては、応急箇所は、土砂上げ等の対応を行って何とかこれか

らの雨に備えていっている次第なんですけども、河川の方につきましても、これにつきましても直営

でやれる部分と、委託してやらなきゃならない部分を今後判断しながら復旧に望んでいきたいなとい

うふうに思っています。以上、簡単ですけど終わります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 関連するんですけど、町有林の管理の部分でも、林道が相当傷んでいるというか災 

害を受けているということなんですけど、今言った、作業工程の中に林道の補修分も視野に入れて直

営っていうのか、その辺も考えているのでしょうか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 
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○大戸施設整備課長 林道につきましても、直営の方でやる予定にはなっております。ここにあります、 

予算計上１００万円ですか、原材料費１００万円計上しておりますけども、これについても砂利代で

すので、町の維持の方で林道の方も手掛けていきたいというふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページに進みます。 

 １０ページ、１１ページ。３項河川費。９款消防費。１０款教育費、４項社会教育費、５項保健体

育費。 

 質疑はありませんか。 

 ９番。 

○９番 嘉藤議員 災害対策費のところでお伺いをしたいと思いますけども、今回の台風の災害の時に、 

各避難所へ食品といいますか、そういうものの配達が随分滞ったというか、まだ準備がなかったせい

なのかちょっとよく分かりませんけども、随分時間がかかったり、調達に時間を要したというのが随

分気になってはいたんですけども、今の食品類といいますか、その備蓄やなんかはどのようになって

いるのかお知らせください。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 まず、避難所を開設した時の準備の状況は、あまりきちんと出来てなかった 

と。ご指摘の点でありますけれども、正直申し上げまして、そういう状況を経験したことがないとい

うことで、少し職員の方も上手に開設、運営できなかったという部分については、反省しているとこ

ろであります。 

 備蓄品の関係なんですけれども、前にもお話してますとおり、平成２６年から５年計画で、主には

運営するためのハード面的なものになりますけれども、発電機ですとか電灯ですとかっていったよう

な部分については、ほぼ完了しております。それで、今現在、５年間の中で残されているのは、主に

は、食料品でありますとか、日用品でありますとか、そういった避難所生活が長くなる場合に必要と

なる物品については、大よそ５ヶ年計画のもとで、それから、当然、消費期限というのもありますの

で、その後は、毎年５分の１程度の更新ができるような形で計画をしているところであります。本年

度までで既に３年目となりますので、全体量としては、ほぼ５割から６割程度、備蓄が予定量の６割

程度になるという見込みであります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 河川の関係ですか、国土交通省の管轄になるんだというふうに思うんですが、学 

友橋のところにかなりの量の立木っていうか、流れてきた木が詰まっている状態。それと、流雪溝か

ら常呂川に出ていくところの水路の上側のコンクリート、かなり大きいものが３本ほど流されて川の

中心の方に寄っていっているという状況がありますので、そこら辺も町でする事業ではないんですけ

れども、国土交通省の方にお願いをする形になろうかと思いますが、十分によろしくお願いをしたい

なというふうに思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 
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○大戸施設整備課長 流雪溝の樋門のブロックなんですけども、これにつきましては、開発建設部の河 

川事務所の方で現場を確認しておりまして、応急措置をしますということで報告を受けております。

それと、学友橋の立木なんですけれども、これにつきましては、河川を占用している置戸町が撤去し

てくださいということで、河川事務所から言われております。これにつきましては、今、水量が多い

ものですから、今、川を越えてということは難しいと判断しております。これから、冬期間水量が減

ってから引っ張って上げるような対策をしていかなければというふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページに進みます。 

 １２ページ、１３ページ。１１款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、３項その他公共施設

等災害復旧費。 

 質疑はありませんか。 

 ４番。 

○４番 佐藤議員 災害復旧費ということでの関連ということでお聞きしたいんですが、今回、道路と 

か勝山のお墓とか、そういう公共施設の災害なんですが、それ以外に、９月の５日に町内の作況調査

をした中で、特に春日地区の仁居常呂川の氾濫によって浸食した農地が相当流されたということで現

場を見させていただきましたが、川の氾濫によって農地が流水して農地災害としての取り扱いを、今

どのような段階で行っているのか伺いたいんです。というのは、その時のあれをどうするかっていう

ことは、町単でやるのか、あるいは、今土地改良事業が入っているからそれでやるのか、あるいは、

また別な形で、この災害復旧工事でやるのか、その３つの中の選択肢だなという課長の方のお話あり

ましたけど、現在、農地災害部分についての取り扱いについて状況を教えてほしいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○深川産業振興課長 作況調査でご覧いただいた勝山仁居常呂川、勝山グリーンファームの耕作地でご 

ざいますけども、大規模に河川からの土砂の流入、それから、表土の流動がございました。これにつ

きましては、農地債も検討いたしましたが、国の農地債につきましては、食料費等、自己負担で行う

ということと、所有者の意向もお聞きしながら進めたところ、河川の改修の度合い、それから、次年

度以降、今、土地改良事業を行っている関係上、そこら辺を総合的に判断しながら早急に復旧するよ

りも時間をかけて十分耕作に耐えられるような畑になおしていきたいという意向もありまして、現在

は、本年度、応急措置単費の小規模土地改良事業等での対応等を検討しながら進めているところでご

ざいます。 

○佐藤議長 質疑の途中ですがしばらく休憩します。１１時から再開します。 

                              

休憩 １０時４０分 

再開 １１時００分 

                              

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続けます。 
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 〈議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）。事項別明細書、１２ペー 

ジ、１３ページ。 

 １１款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、３項その他公共施設等災害復旧費。 

 質疑はありませんか。 

 ４番。 

○４番 佐藤議員 災害復旧ということで、河川の氾濫ということで、秋田の方では訓子府川が、そし 

て、勝山地区では仁居常呂川ということなんですけど、訓子府川については、例年っていうか地域か

ら河川の堤防の築堤について要望が随分長い間出されていると思うんですけど、勝山地区の仁居常呂

川については、ほとんどそういった築堤もなされてないし、将来的には、またああいった水が出た場

合に、下流部に氾濫する可能性が十分あると思うんですね。それで、常元の方は、ダムもあるし、あ

る程度そういった洪水の調整はできるんだと思うんですけど、春日の方はほとんどそういうことはな

いので、将来的に河川に対する要望っていうか築堤について、仁居常呂川なんですけど、そういった

要望っていうのは、将来的に国なり道なりに要望していかなきゃならないということになるかと思う

んですけど、その辺の今回の災害を糧に、具体的に何かそういう動きが町としてあるかどうか伺いた

いと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 訓子府川につきましては、今後、堤防の築堤の計画を北海道の単費を導入してや 

っていくということで、なかなか事業費がつかないんですけども話は出てきております。仁居常呂川

につきましては、堤防の計画というのは、北海道の方ったらあれなんですけど、聞いてないような状

況です。仁居常呂川、過去にも被災しておりまして、被災したところは災害復旧で吊りブロックをや

ったりと、その部分は施しているんですけども、実際のところは、堤防の計画はないと聞いておりま

す。今後なんですけども、仁居常呂川につきましては、河道が高いというのか砂利が堆積しておりま

すので、まずその河道を下げるというようなことを北海道の方に要望していかなければならないとい

うふうに判断しております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入に進みます。 

 ４ページ、５ページ。２．歳入。９款地方交付税。１３款国庫支出金、２項国庫補助金。１５款財

産収入、２項財産売払収入。１９款諸収入、４項雑入。２０款町債。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 地方債の補正。 

  第２条 地方債の補正は、議案の３ページ、第２表 地方債補正をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）〉  

○佐藤議長 議案第５９号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第１号）。６ページ、７ページ、歳出から進め

ます。 

 ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。２款保険給付費、５項葬祭諸費。３款後期高齢者支援 

金等。４款前期高齢者納付金等。６款介護納付金。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次に進みます。 

 ８ページ、９ページ。８款保健事業費。１１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入に進みます。 

 ４ページ、５ページ。２．歳入。２款国庫支出金、２項国庫補助金。７款繰入金、１項基金繰入金、

２項他会計繰入金。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第６０号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）〉  

○佐藤議長 議案第６０号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第１号）。４ページ、５ページ。下段の歳 

出から進めます。 

 ３．歳出。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、上段の歳入に進みます。 

  ２．歳入。５款繰入金、２項基金繰入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 
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 〈議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）〉  

○佐藤議長 議案第６１号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第１号）。４ページ、５ページ。下段の歳 

出から進めます。 

 ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、上段の歳入に進みます。 

  ２．歳入。２款繰入金、１項他会計繰入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案第５８号から議案第６１号までの４件を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、ここでしばらく休憩します。そのまま自席でお待ちください。 

  意見調整を行いたいと思いますので、議員は議案持参の上、議員控室の方へ移動願います。 

                              

休憩 １１時０８分 

再開 １１時１２分 

                              

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案第５８号から議案第６１号までの４件を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）から議案第６１号 平 

成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）までの４件について一括討論を行 

います。 

 討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これで議案第５８号から議案第６１号までの４件について討論を終わります。 

 これから議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）から議案第６１号 平 

成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）までの４件を一括して採決します。 

 議案第５８号から議案第６１号までの４件については、いずれも原案のとおり決定することに賛 

成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 
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○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第５８号 平成２８年度置戸町一般会計補正予算（第３号）から議案第６１号 平

成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）までの４件については、いずれも原

案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎日程第 ７ 決議案第１号 事務検査に関する決議 

○佐藤議長 日程第７ 決議案第１号 事務検査に関する決議を議題とします。 

  本案について趣旨説明を求めます。 

  ９番、嘉藤均議員。 

○９番 嘉藤議員〔登壇〕 ただいま議題となりました決議案第１号 事務検査に関する決議について 

趣旨の説明を申し上げます。 

 本案は９月２６日の本会議において、決算審査特別委員会に閉会中の継続審査として付託されまし

た、平成２７年度置戸町一般会計・各特別会計歳入歳出決算の認定について、委員会における審査に

万全を期するため、地方自治法第９８条第１項の規定により、関係書類の提出を求め事務検査を行う

ことができるよう提案したものであります。 

 議決の内容ですが、  

１．検査事項は、平成２７年度置戸町一般会計・各特別会計歳入歳出決算に関する事項 

２．検査方法 

（１）関係書類及び財産に関する書類等の提出を求める。 

（２）検査は、決算審査特別委員会に付託して行う。 

３．検査権限 

 本会議は、１に掲げる事項の検査を行うため、地方自治法第９８条第１項の権限を決算審査特別委

員会に委任する。 

４．調査期限 

 決算審査特別委員会は、１に掲げる検査が終了するまで閉会中もなお検査を行うことができる。 

 以上の内容による決議であります。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、趣

旨の説明を終わります。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これから、決議案第１号 事務検査に関する決議を採決します。 

  決議案第１号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 
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               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

  したがって、決議案第１号 事務検査に関する決議は原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎日程第 ８ 意見書案第 ３号 地方財政の充実・強化を求める 

                    要望意見書から 

    ◎日程第１４ 意見書案第 ９号 指定団体制度の堅持など酪農政 

                    策の確立に関する要望意見書 

               ７件 一括議題     

○佐藤議長 日程第８ 意見書案第３号 地方財政の充実・強化を求める要望意見書から日程第１４ 

意見書案第９号 指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望意見書までの７件を一括議題

とします。 

 お諮りします。 

 意見書案第３号から意見書案第９号までの７件については、置戸町議会会議規則第３８条第２項の

規定により、趣旨説明を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第３号から意見書案第９号までの７件については、趣旨説明を省略することに決

定しました。 

 これから、意見書案第３号から意見書案第９号までの７件について、一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、意見書案第３号から意見書案第９号までの７件について、一括討論を行います。 

 討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これから、意見書案第３号 地方財政の充実・強化を求める要望意見書から意見書案第９号 指定

団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望意見書までの７件を一括採決します。 

 お諮りします。 

 意見書案第３号から意見書案第９号までの７件については、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第３号 地方財政の充実・強化を求める要望意見書から意見書案第９号 指

定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望意見書までの７件については、原案のとおり可決
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されました。 

                                   

    ◎日程第１５ 議員の派遣について 

○佐藤議長 日程第１５ 議員の派遣についてを議題とします。 

 議員の派遣については、置戸町議会会議規則第１２４条の規定により、お手元に配付の議案のとお

り議員を派遣したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって、お手元に配付の議案のとおり議員の派遣をすることに決定しました。 

                                   

    ◎閉会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。 

 したがって、置戸町議会会議規則第６条の規定によって本日で閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

                                   

    ◎閉会宣言 

○佐藤議長 これで本日の会議を閉じます。 

  平成２８年第６回置戸町議会定例会を閉会します。 

閉会 １１時２０分 

 

 

 


